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研究成果の概要（和文）：　本研究の目的は、カントの超越論的哲学とメルロ=ポンティの現象学を比較するこ
とによって、近現代哲学の全般的な動向を見定めることである。このことはまた、カントの基礎づけ主義の哲学
とメルロ=ポンティの相対主義的・歴史主義的哲学を比較することでもある。これら二つの傾向は、近現代哲学
全般のうちに見届けられるものであり、本研究の最終目的は、相反するこれら二つを架橋することである。本研
究は、この課題を、単に理論的観点のみならず、実践的・倫理的観点や美学・芸術学的観点からも遂行してお
り、この意味において本研究は、今後の西洋哲学の研究に対して一石を投じるものである。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to discern the total trend of modern and 
present philosophy by comparing Kant's transcendental philosophy with Merleau-Ponty's phenomenology.
 Furthermore, this is also to compare Kant's foundationalism with Merleau-Ponty's relativistical and
 historical philosophy. The final purpose of this research is to dissolve the confrontation between 
these opposite philosophy.This research carries out this subject not only from a theoretical but 
also a practical and aesthetic viewpoint. 

研究分野： 近現代のドイツ哲学およびフランス哲学

キーワード： カント　メルロ=ポンティ　超越論的哲学　現象学　基礎づけ主義　相対主義　歴史主義　アプリオリ主
義
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
超越論的哲学と相対主義の対比は、近現代哲
学における基礎づけ主義と相対主義の対比
とも言い換えることができるが、本研究は、
近現代哲学の全般的趨勢のうちにこれら二
つの側面ないし契機を見届けながら、それぞ
れの性格やその次元や構造、および両契機の
関連異同などを、カントとメルロ=ポンティ
のそれぞれの哲学の対比を通して解明する
試みである。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、カントの超越論的哲学とメ
ルロ=ポンティの現象学を比較検討すること
によって、近現代哲学の基本動向を見定める
ことである。本研究の具体的方法は、両者の
哲学の比較研究に即して展開されるが、しか
しまたこの研究は、より一般的には、基礎づ
け主義的な哲学と相対主義的な哲学という
近現代哲学全般のうちに見届けられる二種
の傾向に対して、これら両者を架橋するとい
うさらなる課題をも視野に収めている。 
 
３．研究の方法 
本研究は、三年の研究期間において、次の三
つの領域についての比較研究を段階的に遂
行しながら、最終的には三領域に共通する全
体的視点を打ち出すことによって研究目的
の達成する。 
三つの領域とは、第一に、認識論・存在論・
真理論に関わる領域であり、第二に、価値
論・行為論・法政治論さらに歴史論に関わる
領域であり、第三に、美学・芸術論の領域で
ある。カントとメルロ=ポンティにおけるこ
れら三領域のそれぞれに関わる理論的、実践
的、美学的考察を踏まえながら、超越論的哲
学と現象学の立場の相違を際立たせるとと
もに両者の立場を調停する視点の解明とい
う方法を採用している。 
 
４．研究成果 
 メルロ=ポンティは、デカルトやカントの
観念論的哲学を「反省哲学 philosophie 
réflexive」と呼び、それを彼の現象学の立
場から批判しているが、批判の主な理由は次
の如くである。 
 反省哲学は「世界」を一義的に規定される
因果必然的世界と見なすことによって、現象
学的反省が本来向かうべき「前反省的なも
の」である「知覚世界」=「生きられる世界(生
活世界)」を飛び越えてしまい、その世界か
ら離反してしまった。そしてそれと連動する
仕方で、世界を認識する主観を、そのような
因果必然的世界を可能性にする根拠(条件)
として捉えることによって、主体を、「世界
へと身を挺した」(PPⅤ)受肉した身体主体つ
まり「世界内存在 l'être-au-monde」として
捉えることができなくなってしまった。つま
り認識主観は身体主体ではなく、身体なしに
思惟する自己意識という「無世界的な

acosmique(weltlos)主観」になってしまった。 
 このようにカントの「反省哲学」を批判す
る際にメルロ=ポンティは、反省哲学が自然
科学の「外部的思考」と密接な関係にあると
見なして、反省哲学に対する批判を、「科学
的思考」への批判と表裏をなす仕方で遂行し
ている。 
 「知覚世界」ないし「生きられる世界」の
飛び越えという点において科学と密接に連
関する反省哲学は、カントが自然についての
真理認識だと見なした数学的自然科学につ
いて、それを、「内在」の観点から、つまり
「思惟する私」の観点から捉え直すことによ
って、科学を哲学的ないし形而上学的に基礎
づけようとする。 
 科学の存在論が、即自的世界と「宇宙観察
者」との「外的関係」に基づく科学的実在論
であるのに対して、反省哲学は、そのような
科学的認識を哲学的に基礎づけるために、実
在論をいわば逆転した立場、すなわち、「ま
ったく観念的で精神的でさえある内在の反
定立」の立場に立脚する。すなわち、世界と
主観について言えば、反省哲学は、知覚する
私を、「世界に身を挺した」身体主体として
ではなく、知覚するという精神作用、つまり
「知覚するという思惟 pensée de percevoir」
と見なし、他方、「知覚される世界」=「生き
られる世界」を、思惟によって「思惟される
物」(VI53/51)として観念化した。つまり反
省哲学は、「世界に身を挺した」「受肉した主
体を、超越論的主観に転換し、そして知覚さ
れ る 世 界 の 実 在 性 を 観 念 性 に 転 換 」
(VI52/49)してしまった。 
 ところで、世界の即自存在を認める科学的
実在論を「内在」の観点から哲学的に基礎づ
けようとする反省哲学が、実在論とは逆に超
越論的観念論の立場に立つというのは、いか
にも奇妙に思えるかもしれない。この点につ
いては、例えば、ヴィトゲンシュタインの『論
理哲学論考』の次の言葉、すなわち、「独我
論は、それが厳密に遂行されれば、純粋な実
在論と重なる」(TLP5.64)という言葉が連想
されるかもしれない。メルロ=ポンティもま
た、「[徹底した]超越論的観念論は絶対的実
在論である」(PP430)と語っている。反省哲
学は、「意識を、絶対的存在と近親な関係に
置く」(PP51)。このように科学的実在論と超
越論的観念論はまさに表裏の関係にあるの
だ。「構成されたものは構成するものにとっ
てしか存在しないのだから、そこでは、けっ
して、同一の主観が世界の一部であると同時
に世界の原理でもあるのはどうしてなのか」
(PP51)という問題などは問題として意味を
なさなくなってしまう。 
 ところで、いかなる哲学であれ、みずから
の立場こそが自己と世界の関係に関する真
理だと思いこんでいるように、反省哲学自身
もまた当然のごとく、みずからの見解こそが
根源的な真理の表現だと考え、そのために、
それを主題とする『純粋理性批判』の「超越



論的分析論」をカントは「真理の論理学」
(B87)と呼んだわけである。 
 メルロ=ポンティによれば、「反省哲学は、
われわれと世界との母なる絆を理解するた
めには、［まず］その絆を解体して、［次に］
それをふたたび作り上げることによってし
か、つまり、その絆を、構成しそれを模造す
ることによってしか、可能ではないのだと考
えている」(VI54/52)。言い換えれば、反省
哲学は次のことを暗黙に前提しているのだ。
すなわち、「われわれと世界との絆」という
のは、それを構成する諸要素なり諸構成条件
へと、すなわちカント的に言えば、経験一般
の可能性の諸条件へと還元できるのだ、とい
う前提を暗黙に認めている。そしてこのこと
はまた、「われわれと世界との絆」の背後に
遡ることができ、それによってその絆を<基
礎づける>ことができるのだということを認
めていることにもなる。 
 ところが、メルロ=ポンティにとっては、
「われわれと世界との絆」は、反省に先立っ
てあらかじめすでに生きられているような
「前反省的なもの」であり、徹頭徹尾全体的
で一体的であり、したがってまた反省による
諸要素への分解などは不可能なのである。そ
れゆえそのような「生きられた」「前反省的
なもの」は、「[科学的に]説明 expliquer さ
れたり[反省的に]分析 analyser されたりす
るのではなく、[現象学的に]記述 décrireさ
れる」(PPⅡ)ことができるだけである。それ
にもかかわらずその絆を可能性の諸条件に
還元してしまえば、たとえその絆を構成諸要
素から再構成してもそれはもはや当初の全
体性ではなくなり、たんに二次的に構成され
た抽象物にすぎなくなってしまう。例えば、
生き生きとした人間を分解(解剖)した後で
臓器や器官を縫い合わせても元の同じ人間
の再現ではないように。 
 ところが、反省哲学は、みずからの反省を、
前反省的に与えられている私と世界との関
係としての所産的なものを、原初の能産的な
ものと想定されたものから再構成し、それゆ
え、所産的なものがあらかじめ構成されてき
た道とまったく同じ道をたんに逆から辿っ
ているにすぎないのだと自己理解ないし錯
覚している。 
 しかしながら、「知覚」から峻別された「思
考」によるこの反省的再構成は、私と世界の
前反省的な「母なる絆」の回復などではけっ
してないのであり、むしろその絆を、「思考
と思考対象の関係、コギトとコギタトゥムの
関係」(VI57/56)という観念論的な内在的関
係に転換してしまう「二次的操作」(VI55/53)
にすぎない。それにもかかわらず、反省哲学
自身はそのことに気づいていないのであり、
その意味で反省哲学は哲学的に「素朴」
(VI56/54)であり「幼稚」(PPⅣ)なのである。 
 反省哲学が「素朴」なのは以下の四つの理
由による。 
 第一に、たとえ反省哲学が、みずからの反

省を、反省以前の原初的で直接的なものであ
る「母なる絆」についての再構成ないし回復
なのだと言い立てるとしても、その反省は、
「母なる絆」の「回復の努力としての自己自
身」を、ないし反省的運動の中での「自分自
身の役割」を、例外的な存在として位置づけ
てしまい、すなわち、<思考するもの>(デカ
ルト)や<超越論的統覚>(カント)それ自身の
在り方を、この反省的運動そのものの枠内か
ら除外して、特権的存在として祭り上げてい
る。それによってまた、主観は、「無世界的
主観」(ハイデガー、メルロ=ポンティ)とか、
「世界からの逃避」としての「自己意識」(ア
ーレント)という特権的位置づけを与えられ
てしまうのである。言い換えれば、知覚する
者を、<知覚作用を思惟する者>と見なすこと
によって、「見る者は同時に見えるものであ
り」「触れる者は同時に触れられるものであ
る」ことを忘却してしまうのであり、つまり
認識主観とは、認識する主観であると同時に
他人によって認識される主観でもあること
を忘却してしまうのだ。 
 反省哲学は、みずからの標榜する「徹底主
義」(VI55/52)の掟を、例外者としての特権
的主観の措定によってみずから破っている
ことになる。逆に言えば、真の反省―それを
メルロ=ポンティは「超反省 surréflexion」
(VI61/59)と呼ぶがそれ―は、反省の運動そ
のものの外部に特権者を認めずに遂行され
るものでなければならない。 
 第二に、反省哲学は、世界の現実存在に対
する方法的懐疑によって、懐疑以前にすでに
あらかじめ開かれている世界の知覚、ないし
は「世界とのより密かな関係」としての「世
界への開在性 ouverture au monde」(VI57/56)
を、思考と思考対象の「内的関係」(VI62/60)
に還元してしまい、これによって、知覚世界
を、知覚ならざる思考の「志向対象(ノエマ)」
(VI67/66)に変えてしまう。しかもそれのみ
ならず、同時に、反省する主観を、脱身体化
した思考的主観一般にまで高めることにな
り、このことによってついには、主体相互の
差異を超越論的に同一化してしまい、その結
果、相互主観性や他者の問題を問題として意
味をなさない問題と見なしてしまう。「反省
的分析は、世界の問題と同じく他者の問題を
も無視してしまうのである」(PPⅢ)。 
 第三に、ところが実のところ、「反省［哲
学］は、［反省以前につまり方法的懐疑以前
に］世界があらかじめ現前していることをた
えず感じとっているのであって、世界のその
ようなあらかじめの現前に依存し、そこから
おのれの全エネルギーを借り受けているの
だ」(VI55/53-54)。言い換えれば、世界のあ
らかじめの現前は、「反省」による「内在」
への還帰によって<はじめて>「証明」されう
るようなものなのではなく、むしろ逆に、世
界の現前こそが「反省」を<促している>のだ。 
 
 私が世界と他者から[内在の]私へと呼び



戻され、そうして反省の道を歩むことができ
たのも、まず何よりも、私が[反省以前に]あ
らかじめ私の外に、世界の内に、他者のそば
にいたからでしかないのであり、そしてこの
経験こそがたえずよみがえっては私の反省
に養分を与えてくれているのである。(VI74
訳 73) 
 
 反省が可能になるのは、あくまでも私があ
らかじめ前反省的なもののもとにいたから
であり、反省は「そこからおのれの全エネル
ギーを借り受けている」のである。前反省的
な直接的なものは、反省の尽きることのない
糧であり、「不断の資源」(VI223/238)なので
ある。反省哲学は、「事実上の世界を、一挙
に超越論的領野に変身させる」(VI68/67)こ
とによって、事実的世界における知覚主体と
知覚世界の関係や、相互主観的関係を、つま
り原初的な事実性の次元を「一挙に」飛び越
えてしまい、それによって、事実的世界を隠
蔽し忘却してしまう。 
 第四に、メルロ=ポンティによれば、反省
哲学における自己意識ないし「知覚するとい
う思惟 pensée de percevoir」とは異なり、
見 つ つある 自 己の身 体 の「自 己 知 覚
perception de soi」(VI303/365)は、自己を
物や世界から上空飛翔させることなく、むし
ろ自己を世界に内属せしめて、自己を物や他
者のあいだに置くことにほかならず、言い換
えれば、自己知覚とは同時に世界へと超越す
る知覚の謂にほかならない(「世界への超越」
と「世界からの超越」の区別)。 
 したがってまた、経験を、自己意識ならぬ
自己知覚を通して「記述」しようとするメル
ロ=ポンティにとっては、いかにして内在的
な意識領域から外的世界へと超越すること
が可能であるのかという問題設定、すなわち、
デカルト哲学における物体世界の存在証明
における問題設定それ自体が、そもそものは
じめから意味をなさない問いだということ
になる。メルロ=ポンティにおいては、「自己
知覚」は同時に世界への自己の超越だという
点において、彼はハイデッガーと立場を共有
している。ハイデッガー曰く、「そもそも世
界というものが存在するのかどうかという
問題設定、および世界の存在を証明すること
ができるのかどうかという問題設定は、世界
内存在としての現存在が立てる問題として
は・・・意味をもたない問いなのである」
(SZ202)。なぜならば、世界は、証明される
ことよってはじめて存在しうるようになる
のではなく、現存在は、はじめからすでに世
界へと超越している存在者だからであり、現
存在は反省によって「内在」領域に「逃避」
する以前にすでに、自己を超越し、他者や事
物のもとに存在している。それゆえにことさ
ら他者や事物の存在を「証明」する必要はな
いのである。 
 以上の理由によってメルロ=ポンティは反
省哲学を批判している。 

 以上のようなメルロ=ポンティのカント解
釈ないしカント批判に対して、どのように考
えたらよいのであろうか。たしかに、『純粋
理性批判』「分析論」におけるカントは、メ
ルロ=ポンティが語るような意味での「反省
哲学」の立場からみずからの哲学を展開して
いると言えるかもしれない。しかしながら他
方、『純粋理性批判』「弁証論」や『判断力批
判』においてカントは、それとは異なり、む
しろ、メルロ=ポンティの現象学的立場を先
取りしているかのようである。本節では、こ
の点について考えてみたい。 
 まず、『純粋理性批判』「弁証論」を見てみ
よう。 
 「弁証論」でのカントは、主観の有限性に
関して、『純粋理性批判』の「感性論」での
ような、触発によって感覚的多様を純粋に受
け取るという意味での単なる受容性や受動
性としての有限性にとどまらず、主観の存在
様式についてのより内容豊かな議論を展開
しているように思われる。世界についてのア
ンチノミー論からわかるように、世界をとも
に物自体と見なす定立と反定立とがアンチ
ノミーに陥ることを回避するために、カント
は、世界を<観念的なもの>と捉え直す。しか
し<観念的>とはいえ、世界の観念性は、空
間・時間の直観形式において与えられカテゴ
リーによって規定可能である、現象の観念性
とは明確に区別されなければならない。なぜ
ならば世界の観念性は、事実上も権利上も、
未規定的なままにとどまるからである。言い
換えれば「弁証論」における世界概念は、カ
テゴリーによって規定可能な因果必然的な
自然世界でもなければ、科学的実在論が前提
するような物自体としての「大客観」でもな
ければ、あるいは、アンチノミーに陥る独断
論と懐疑論が前提する物自体としての世界
でもないという意味での観念性を有してい
る。現象でもなければ物自体でもなく、むし
ろ「現象の総括」(B447,B534f.,B587)と呼ば
れる世界は、現象のように主観の感性形式に
おいて与えられるものではなく、原理上規定
不可能な未規定的<対象>なのであり、その意
味ではむしろ、感性形式とともに悟性形式を
も超越している。カントはこのような意味に
おいて世界を、理性概念とか理性理念と呼ぶ。
カントにおいて世界とは、「感性論」や「分
析論」の枠内においては捉えがたいものなの
である。 
 ところで、このように世界は、観念的であ
りながらも、感性形式において与えられカテ
ゴリーによって規定可能な認識の対象など
ではないということ、このことは何を意味す
るのであろうか。言い換えれば、感性や悟性
を超越する世界は、認識可能な対象ではなく
感性と悟性を超越しているのであるが、そう
であるかぎり、そのような世界に関わる主体
とはいかなるものなのか。またその存在論的
身分とはどのようなものなのであろうか。こ
の問題は反省哲学においては問いとして提



起されなかった問題である。 
 ここでの主体とは、「感性論」や「分析論」
での認識主観のような、世界の外部から世界
を認識するような「無世界的主観」ではない
はずであり、むしろそれは、世界の内部から
世界に関わるものとして「世界内存在」だと
言えるのではないのだろうか。つまり、「弁
証論」での世界論を踏まえるかぎり、認識す
る主体は、認識する主観でありながらもまた
同時に諸事物の間に位置しながら他者によ
って認識されうる主体でもあるということ
を暗示しているのではあるまいか。 
 このように「弁証論」における世界論は、
「感性論」と「分析論」の枠内では捉えるこ
とのできない世界概念であるとか、世界内存
在という主体の在り方などを浮かび上がら
せてくれる。「弁証論」は、従来の「分析論」
中心のカント理論哲学の解釈によっては見
逃されていたカント哲学の新たな様相を、わ
れわれに思い知らせてくれるのである。 
 ところで、そもそもなぜカントは、経験の
可能性の問題を論じる「感性論」や「分析論」
において、世界概念やこの概念が含意する哲
学的重要性に言及していないのであろうか。 
 思うにそれは、たしかに、理性概念として
の世界が、感性形式や悟性形式を「超越」し
ているからではあるのだが、しかしながら世
界のこの超越とは、けっしてたんに物自体と
しての超越という否定的意味での超越のこ
とではなく、むしろ、世界が、「経験一般の
可能性の条件」としての空間時間・カテゴリ
ーが規定的な活動をなしうるための未規定
的な背景ないし地平だという意味での超越
のことではなかろうか。言い換えれば、規定
的判断としての経験一般を可能にする条件
としての空間時間・カテゴリーは、それら条
件を「超越」している理性理念としての世界
地平に未規定的な仕方で支えられ、理性のそ
の「超越」的場においてこそはじめて、それ
ぞれの規定的働きを遂行しうるのである。こ
の意味において、経験一般の可能性の構成的
条件は、理性の未規定的な統制的理念に基づ
いているのである。 
 しかしながら、カントは、経験の可能性の
条件の探究において、感性・悟性と理性との、
このような不可分ではあるが未規定的な関
係については、「分析論」においても「弁証
論」においても自覚的にその内容を十分には
展開しなかった。そのために、あたかも、彼
の経験の理論が、理性理念なしに「感性論」
と「分析論」のみから成立しているかのよう
な印象を与えてしまい、またそのような解釈
がカント認識論の一般的な伝統的な解釈に
もなってしまった。 
 さらにいえば、「分析論」においてカテゴ
リーの使用を可能的経験に制限できたのは､
感性形式へのカテゴリーの依存はもちろん
ではあるが、それとともに「弁証論」での理
性論をあらかじめ前提していたからこそな
のではあるまいか。つまりカテゴリーの使用

を限界づけているのは感性のみならず理性
理念もまた重要な役割を果たしているので
ある。 
 それどころか、さらに想像をたくましくす
れば、もしもカントが経験の可能性にとって
の理性理念の重要性についてより深く追求
していたならば、感性世界を、カテゴリーに
よって規定可能な因果必然的自然世界とし
て捉えることが抽象的ないし派生的なこと
であり、そのような因果必然的自然世界の手
前には、未規定的な知覚世界の広大な領野が
あらかじめ開かれているのだということに
も気づいたかもしれない。 
 次に、以上の「弁証論」の意義を踏まえな
がら、さらにカントの経験の理論にとっての
『判断力批判』の重要性について考えてみた
い(2)。 
 「弁証論」に関する上述の議論から窺知さ
れるように、悟性は理性を背景としまた「分
析論」は「弁証論」に支えられており、した
がってまた、構成的原理に基づく規定的判断
としての認識判断(実践的判断も含めて)は
統制的理念に基づく反省的判断に支えられ
ている。そしてこのことは、『純粋理性批判』
「分析論」と『判断力批判』との関係につい
ても言えることである。 
 カントにとって判断力とは、本来、規定的
判断力と反省的判断力を含めた判断力一般
を意味するというよりも、むしろ、規定的判
断力の根底にある反省的判断力を指示して
おり、そのためにまた、反省的判断力を主題
とする第三批判書を、ことさら<反省的判断
力批判>とは呼ばずに、たんに『判断力批判』
と名づけたと思われる。したがってまた規定
的判断力と反省的判断力は、けっして同一の
類に属する二種類の並存する判断力ではな
く、規定的判断力の規定作用は反省的判断力
の反省作用に基づいてこそ可能なのである。
つまり特殊を構成的普遍のもとに包摂する
規定的判断力は、特殊のための規則の発見な
いし産出に関わる反省的判断力を前提にし
ているのだ。『純粋理性批判』「図式論」にお
いて、規定的判断力の可能性の根拠としての
構想力の働きが「人間の魂の深部にある隠れ
た技」(B180)だと呼ばれているが、そこでの
構想力とは、根源的には、反省的判断力の反
省作用における産出的ないし創造的な構想
力の働きだと解しうる。 
 カントが『純粋理性批判』や『実践理性批
判』において主題的かつ顕在的に論じたのが
規定的判断力に基づく理論的判断および実
践的判断であるからといって、規定的判断力
が、発生的にも権利上も、反省的判断力に先
立っているというわけではないのだ。それど
ころか、全体的で未規定的な統制的理念がつ
ねにすでに、非主題的・前述定的・潜在的な
仕方で規定的普遍を統制しながら作動して
いるからこそ、『純粋理性批判』「分析論」や
『実践理性批判』においてカントは、規定的
な理論的判断や実践的判断をことさら主題



化して論じることができたのである。『純粋
理性批判』「図式論」での判断論や『実践理
性批判』「範型論」での判断論は、規定的判
断力の根底につねにすでに「隠れた」仕方で
作動している反省的判断力や産出的構想力
をあらかじめ前提にしたうえでの議論なの
である。 
 反省的判断力こそが、規定的判断力の根底
にあって、後者の規定的働きに先立ってつね
にすでに作動しているのであり、言い換えれ
ば、構成的原理の根底には統制的理念がつね
にすでに作動しているのだ。この意味では、
三批判書の基礎づけ関係についても、第一・
第二批判から第三批判へ向かうのではなく、
むしろ、第三批判から第一・第二批判へ向か
う方向においてカント哲学を解釈する必要
があるのではなかろうか。 
 体系的な基礎づけ主義よりも事象そのも
のに即しながらみずからの現象学を展開す
るメルロ=ポンティは、従来のカント解釈と
は異なり、『純粋理性批判』の「分析論」よ
りもその「弁証論」や『判断力批判』を高く
評価している(PPⅦ,351)。上述したように、
カント自身のテクストからも、悟性に対する
理性の優位、あるいは、構成的原理に対する
統制的理念の優位、さらには規定的判断力の
根底にある反省的判断力という観点などを
見てとることができる。反省哲学に対するメ
ルロ=ポンティの批判は、「分析論」よりも「弁
証論」や『判断力批判』を優位させるカント
による、自己反省ないし自己批判を踏まえた
ものだとも解釈できるのではあるまいか。 
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